
 

１．米国防省は、オスプレイにおける、クラッチを原因とする特

有の現象（※）による深刻なトラブルを起こすことなく安全に運

用できる手順を既に確立しており、オスプレイの飛行を一律に

見合わせるべき機体の安全性に係る技術的課題は存在しない

との立場です。 

この点については、専門家同士の意見交換等を通じ、防衛省

としても米国防省に改めて確認しています。 

（※）ハード・クラッチ・エンゲージメント（ＨＣＥ）：プロペラとそのエ

ンジンをつなぐクラッチが離れ、再結合する際に衝撃が発生する現象。 

 

２．その上で、米空軍特殊作戦コマンドは、本現象が過去６週間

のうちに２回発生したことを受け、機体自体の安全性に問題が

ない中において、ＣＶ－２２に求められる運用の特性（※）を考

慮し、慎重の上にも慎重を期する観点から、独自の判断として、

地上待機措置をとることとしたものです。 

 （※）米空軍のＣＶ－２２は、偵察や情報収集、人質救出などの任務を遂行

する米軍特殊作戦部隊を迅速に輸送するため、米海兵隊ＭＶ－２２や米海

軍ＣＭＶ－２２に比べて、より機動的な飛行などが求められる。 

 

３．その後、米空軍特殊作戦コマンドにおいて、各種情報を分析

の上、様々な任務におけるＣＶ－２２の運用手順の確認、搭乗

員に対する教育・訓練内容の追加（※）、機体点検などを継続的

に行うことにより、ＣＶ－２２の飛行の安全が確保できること

を確認したことから、９月２日（金）（米国時間）、地上待機措

置が解除されたものです。 

 （※）追加の教育・訓練内容の例 

  ・ 本現象の発生を想定したシミュレーション訓練の強化 

米空軍がＣＶ－２２オスプレイの地上待機措置を解除した件

について 



米空軍がＣＶ－２２オスプレイの飛行を再開するとしたこと

に係る防衛省の見解について 

 

１．本現象による深刻なトラブルを起こすことなく安全に運用で

きる手順は既に確立されており、オスプレイの飛行を一律に見

合わせるべき機体の安全性に係る技術的課題は存在しません。 

 

２．その上で、米空軍特殊作戦コマンドは、ＣＶ－２２に求めら

れる運用の特性を考慮し、慎重の上にも慎重を期する観点から、

独自の判断として、地上待機措置をとることとしたものです。 

 

３．その後、米空軍特殊作戦コマンドにおいて、各種情報を分析

の上、様々な任務におけるＣＶ－２２の運用手順の確認、搭乗

員に対する教育・訓練内容の追加（※）、機体点検などを継続的

に行うことにより、ＣＶ－２２の飛行の安全が確保できること

を確認したことから、９月２日（金）（米国時間）、地上待機措

置が解除されたものです。 

 （※）追加の教育・訓練内容の例 

  ・ 本現象の発生を想定したシミュレーション訓練の強化 

 

４．防衛省としては、 

・ そもそも、オスプレイの飛行を一律に見合わせるべき機

体の安全性に係る技術的課題は存在しないこと、 

・ その上で、米空軍が、ＣＶ－２２に求められる運用の特

性も踏まえ、教育訓練や機体点検等を継続的に行っていく

としていること、 

を踏まえれば、米側の説明には合理性が認められることから、

米空軍が今般、ＣＶ－２２の飛行を再開するとしたことに問

題があるとは考えていません。 


